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③
中
央
政
府
は
取
り
組
み
の
根
拠
と

な
る
法
律
法
規
の
整
備
を
進
め
る

法
規
の
改
正
と
立
法
が
進
む

前
回
ま
で
に
紹
介
し
た
中
央
政
府
の
宣
伝

強
化
や
、
目
標
設
定
と
責
任
制
度
の
管
理
方

式
の
他
に
、
中
央
政
府
の
も
う
一
つ
の
取
組
み

に
法
規
の
改
正
と
立
法
が
あ
る
。
11
次
五
カ

年
計
画
期
で
は
、
環
境
基
本
法
で
あ
る
環
境

保
護
法
の
改
定
を
は
じ
め
、
企
業
の
環
境
管

理
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
環
境
損
害
賠
償

法
の
制
定
や
、
水
質
汚
染
防
止
法
の
改
定
等
、

複
数
の
環
境
関
連
法
の
制
定
、
改
定
が
計
画

さ
れ
て
い
る
。
現
段
階
で
は
、
研
究
段
階
の

も
の
、
ド
ラ
フ
ト
が
出
来
て
い
る
も
の
、
既
に

審
議
が
始
ま
っ
て
い
る
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
あ

る
が
、
既
に
改
定
さ
れ
た
省
エ
ネ
法
と
水
汚

染
防
治
法
に
つ
い
て
、
簡
単
に
紹
介
す
る
。

(1) 

改
定
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
法

１
９
９
８
年
か
ら
中
国
で
施
行
さ
れ
た
旧

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
合
理

的
使
用
に
関
す
る
義
務
・
責
任
を
定
め
、
省

エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
の
進
歩
を
目
指
し
た
が
、

中
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
浪
費
を
食
い
止
め
る

だ
け
の
制
度
設
計
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
た

め
、
日
本
の
省
エ
ネ
法
も
参
考
に
し
な
が
ら
、

様
々
な
議
論
を
経
て
、
改
定
法
が
２
０
０
８

年
の
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
特
徴
と
し
て

3
点
挙
げ
る
と
…

①
工
業
生
産
部
門
が
中
心
だ
っ
た
規
制
対
象

が
民
生
や
運
輸
部
門
に
も
広
げ
ら
れ
た

②
地
方
政
府
を
責
任
制
度
で
縛
る
一
方
で
、
計

画
や
実
施
に
関
す
る
規
定
制
定
の
権
利
を
与

え
た

③
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
の
多
い
指
定
の
重
点
部

門
・
重
点
工
場
の
管
理
が
強
化
さ
れ
た

そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
が
取
り
組
む
べ
き
優
先

課
題
が
分
か
り
や
す
く
な
っ
た
。（
②
）
例
え

ば
、
大
手
鉄
鋼
企
業
を
市
外
に
移
転
さ
せ
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
多
消
費
型
産
業
が
少
な
く
な
っ

た
北
京
市
で
は
、
都
市
部
の
省
エ
ネ
、
特
に

建
築
物
の
省
エ
ネ
が
喫
緊
の
課
題
と
な
る
た

め
、
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
や
住
宅
に
対
す
る
省
エ
ネ

措
置
を
市
政
府
が
強
化
し
つ
つ
あ
る
。

(2) 

改
定
水
汚
染
防
治
法

１
９
９
６
年
に
作
ら
れ
た
水
汚
染
防
止
法

を
も
と
に
し
た
中
国
の
水
汚
染
管
理
制
度
は
、

「
守
法
成
本
高
、
違
法
成
本
低
」（
法
律
を
守

る
た
め
の
コ
ス
ト
が
高
く
、
法
律
を
違
反
す

る
た
め
の
コ
ス
ト
が
低
い
）
と
揶
揄
さ
れ
て
き

た
。
２
０
０
５
年
末
の
吉
林
省
の
石
油
化
学

工
場
事
故
に
よ
る
松
花
江
の
汚
染
を
は
じ
め
、

全
国
各
地
の
水
汚
染
事
故
が
相
次
い
だ
た
め

同
法
の
改
定
が
進
め
ら
れ
、
０
８
年
６
月
１

日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
特
徴
と
し
て
3
点
挙

げ
る
と
…

①
汚
染
発
生
源
で
あ
る
地
方
政
府
の
責
任
を

明
確
に
す
る
と
同
時
に
、
流
域
単
位
で
各
地

方
政
府
が
基
準
策
定
等
を
共
同
で
行
う
こ
と

が
定
め
ら
れ
た

②
重
点
的
な
汚
染
物
に
対
し
て
総
量
規
制
を

実
施
し
、
未
達
成
企
業
や
そ
の
管
理
者
で
あ

る
地
方
政
府
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
上
位
の

政
府
機
関
が
公
表
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た

③
罰
則
と
行
政
の
権
限
が
強
化
さ
れ
、
刑
事

責
任
の
追
及
に
も
含
み
を
残
し
た

ま
だ
法
律
の
実
施
に
関
す
る
細
則
や
地
方

政
府
の
条
例
等
が
公
布
さ
れ
て
い
な
い
が
、

流
域
単
位
で
の
管
理
と
総
量
規
制
の
組
み
合

わ
せ
を
考
え
る
と
、
流
域
全
体
で
一
定
の
汚
染

排
出
上
限
を
設
け
て
総
量
管
理
を
行
う
場
合
、

他
の
企
業
の
汚
染
排
出
の
度
合
い
に
よ
っ
て
、

自
社
の
工
場
の
生
産
量
に
も
影
響
が
出
て
く

る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
は
法
規
制
リ
ス
ク
へ
の
対
応
を

各
種
環
境
基
準
の
管
理
も
厳
格
に
な
っ
て

き
て
い
る
た
め
、
日
本
企
業
は
一
層
環
境
に

配
慮
し
た
経
営
を
行
う
こ
と
が
重
要
に
な
る
。

何
ら
か
の
対
応
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
き

に
備
え
て
、
社
内
・
工
場
内
の
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
の
強
化
は
当
然
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
将
来
の
対
応
に
備
え
て
、
自
社
が
ど

れ
だ
け
の
コ
ス
ト
を
か
け
て
、
ど
れ
だ
け
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
や
汚
染
排
出
を
削
減
で
き
る

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
あ
る
か
の
把
握
は
、
早
い
段

階
で
始
め
て
い
い
取
組
み
で
あ
る
。

ま
た
、
重
要
な
の
が
政
府
の
管
理
部
門
と

の
情
報
交
換
で
あ
る
。
自
社
の
環
境
へ
の
取

組
み
の
紹
介
と
同
時
に
、
所
在
地
の
政
府
や

管
理
委
員
会
が
今
後
ど
の
よ
う
な
行
動
を
考

え
て
い
る
か
の
確
認
を
行
う
こ
と
で
、
予
め

対
応
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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連載
3回

前
回
は
地
方
政
府
や
企
業
に
対
す
る
目
標
設
定
と
責
任
制
度
を
整
理
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な

中
央
政
府
の
環
境
・
資
源
管
理
強
化
の
根
拠
と
な
る
法
律
法
規
の
改
定
、
新
設
が
進
め
ら
れ
て

い
る
。
２
０
０
８
年
は
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
と
水
汚
染
防
治
法
が
そ
れ
ぞ
れ
改
定
さ
れ
、
４
月

と
６
月
に
そ
れ
ぞ
れ
施
行
さ
れ
た
。
今
後
も
法
規
制
の
強
化
は
進
む
と
考
え
ら
れ
、
日
本
企
業

も
法
規
制
リ
ス
ク
へ
の
対
応
が
迫
ら
れ
る
。

資
源
節
約
・
環
境
友
好
型
社
会
を
目
指
す

中
国
政
府
と
日
本
企
業
の
取
る
べ
き
対
応
（
３
）
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